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教   育   長␣ 

 

 

児童・生徒に対する自転車乗用車用ヘルメット着用の指導について（依頼） 

 

標記については、令和５年２月２７日付け教職第１０５７号・教児安第８３４号 

「改正道路交通法の施行及び自転車乗車用ヘルメット着用の促進について（通知）」

等の通知において、道路交通法の改正を踏まえ、自転車乗車用ヘルメット（以下 

「ヘルメット」という。）着用の重要性を周知・啓発し、ヘルメット着用を推進する 

よう依頼したところです。 

このたび、令和５年４月２６日付け交総発第１７３号「児童・生徒に対する自転車

乗用車用ヘルメット着用の指導について（依頼）」により千葉県警察本部長から別添

写しのとおり、改めて依頼がありました。 

同通知に添付された資料「高校生の自転車事故の特徴等について」の職業別年齢別

自転車乗車中死傷者数（令和４年）にあるとおり、他の年代と比べ高校生の死傷者数

が突出しています。さらに、千葉県警察本部の統計資料によると、令和４年中に千葉

県内で発生した高校生の交通事故による死傷者５９８人のうち、自転車利用時による

死傷者は４１７人と全体の約７０％を占めており、その中には、県立高等学校の生徒

が、自転車乗車時に自動車との事故に遭い、亡くなった事故も含まれています。 

交通事故から児童生徒の命を守るため、道路交通法が改正された趣旨を確認し、 

別添資料を活用するなど具体的に指導するとともに、学校の実情に合わせ、ヘルメット 

の着用について、通学時の自転車使用の許可条件に追加するなど、積極的な取組を 

推進するようお願いします。 

 

 

  
担 当 
教育振興部 児童生徒安全課 
主幹 土屋 敦 
電話 ０４３（２２３）４０９１ 
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 このことについて、別添写しのとおり県立学校長宛てに依頼しました。 

 つきましては、貴管下の学校等に対し、同様の事案の参考にしていただくよう周知

をお願いいたします。 
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高校生の自転車事故の特徴等について

上のグラフは、令和４年中に千葉県内において、自転車乗用中の交通事故により死傷し
た人を年齢別に表したものです。

このグラフから分かるとおり、高校生の死傷者数が突出しています。

道路形状別高校生自転車乗用中
死傷者数（令和４年）

時間帯では、朝と夕方の通学時が多く、特に朝７時台から８時台の間に集中しています。
また、道路の形状別では交差点が約７割を占めており、中でも信号機のない交差点で多

発しています。

交差点では、速度を抑えて必ず安全確認！一時停止場所は必ず止まる！

千 葉 県 警 察

自転車乗用中死者損傷部位（令和４年）

自転車乗用中の交通事故で亡くな
られた方の、１５人中１０人（約７割）
が頭部に致命傷を負っています。

交通事故の被害を軽減するために
も、ヘルメットの着用を忘れないで！

注：損傷部位については、全年齢による統
計となります。
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注：( ）は、内数で死者数を示す。

職業別年齢別自転車乗用中死傷者数（令和４年）(人) 


